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公布された条例等のあらまし

（規則第43号）◇島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 地方税法及び地方税法施行規則の一部改正に伴う規定及び様式の整備（第11条・第90号の２様式関係）

⑵ 地方税法の一部改正に伴う規定の整備（第39条の２・第105条関係）

⑶ 自動車税の減免の対象となる一般乗合用バスに係る交付金に通院系統維持交付金を加えることとした。（第80条

の２関係）

⑷ 地方税法及び島根県県税条例の一部改正に伴う規定及び様式の整備（附則第10項・第89号様式その１・第98号様

式その１・第100号様式関係）

⑸ 自動車取得税の非課税の対象となる一般乗合用バスに係る路線に通院系統維持交付金の交付を受けて運行する路

線を加えることとした。（附則第11項関係）

⑹ その他様式の整備

２ 施行期日

平成27年４月１日から施行することとした。ただし、１の⑴については平成28年１月１日から、１の⑵については

平成29年１月１日から施行することとした。

規 則

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第43号

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

島根県県税条例施行規則（昭和51年島根県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第11条中「（法第53条第39項の規定により充当する場合を除く。）」を削る。

第39条の２第２項中「合計所得金額（」の次に「法附則第33条の２第１項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額、」を加え、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の２の２第１

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改める。

第80条の２中「広域通学系統維持交付金」の次に「又は通院系統維持交付金」を加える。

第105条第１項中「合計所得金額（」の次に「法附則第33条の２第１項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額、」を加え、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の２の２第１

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改める。

附則第10項中「平成27年３月31日」を「平成30年３月31日」に改める。

附則第11項中「広域通学系統維持交付金」の次に「又は通院系統維持交付金」を加える。

第30号の２様式中

「

本 店 所 在 地

電 話 番 号 （ ） ―

年 月 日 （ ふ り が な ）

法 人 名

県内事務所等所在地
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県民センター所長 様 電 話 番 号 （ ） ― を

代表者（清算人）住所

（ ふ り が な ）

代表者（清算人）氏名 ㊞

解散 清算結了 （被）合併 事務所等廃止 連結納税の適用開始（終了）
区 分

その他の変更 （該当するものを○で囲んでください。）

」

「

（ ふ り が な ）

法 人 名

本 店 所 在 地

電 話 番 号 （ ） ―

年 月 日 県 内 事 務 所 等

所 在 地

電 話 番 号 （ ） ―

に、
（ ふ り が な ）

県民センター所長 様 代表者（清算人）

氏 名 ㊞

代表者（清算人）

住 所

※該当するものを○で囲んでください。

届 出 事 項 の 本店所在地変更 組織又は商号変更 代表者変更 解散

区 分 清算結了 （被）合併 事務所等廃止 連結納税の適用開始（終了）

その他の変更（ ）

」

「

変 更 事 項 を
（ ふ り が な ） （ ふ り が な ）

変 更 後 変 更 前

」

「

届 出 事 項 に、
（ ふ り が な ） （ ふ り が な ）

変 更 前 変 更 後

」

「

を
そ の 他

（ ）

」

「

そ の 他 に改

」
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める。

第89号様式その１表面を次のように改める。
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第90号の２様式中

「 「

を に改め、同様式記入
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19

」 」

要領の３中

「

１ 公社債利子 11 私募公社債等運用投資信託の収益の分配

２ 銀行預金利子 12 社債的受益証券の収益の分配

３ 銀行以外の金融機関の預貯金利子 13 国外私募公社債等運用投資信託等の収益の分配

４ 勤務先預金等の利子 14 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

を
５ 合同運用信託の収益の分配 15 定期積金の給付補てん金

６ 公社債投資信託の収益の分配 16 掛金の給付補てん金

７ 郵便貯金利子 17 抵当証券の利息

８ 公募公社債等運用投資信託の収益の分配 18 貴金属等の売戻条件付売買の利益

９ 国外公社債等の利子等 19 外貨建預貯金等の為替差益

10 財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益 20 一時払養老保険・一時払損害保険等の差益

」

「

１ 特定公社債以外の公社債の利子 11 特定目的信託の社債的受益証券の収益の分配で公

２ 銀行預金利子 募以外のもの

３ 銀行以外の金融機関の預貯金利子 12 国外私募公社債等運用投資信託等の収益の分配

４ 勤務先預金等の利子 13 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

５ 合同運用信託の収益の分配 14 定期積金の給付補てん金

６ 公社債投資信託のうち公募公社債投資信託以外の 15 掛金の給付補てん金 に改

収益の分配 16 抵当証券の利息

７ 郵便貯金利子 17 貴金属等の売戻し条件付売買の利益

８ 国外一般公社債等の利子等 18 外貨建預貯金等の為替差益

９ 財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益 19 一時払養老保険・一時払損害保険等の差益

10 私募公社債等運用投資信託の収益の分配

」

める。

第98号様式その１記載要領の10を次のように改める。

10 Ⓔの欄は、地方税法の規定による不動産取得税の徴収猶予を受けようとする場合に該当条項を記載してください。

参考：次に該当する場合などに徴収猶予の適用があります。

⑴ 地方税法第73条の27の２第２項･･････････個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合

⑵ 地方税法第73条の27の３第２項･･････････被収用不動産等に代わると認められる不動産を取得した場合

⑶ 地方税法第73条の27の４第２項･･････････譲渡担保権者が譲渡担保財産を取得した場合

⑷ 地方税法附則第11条の４第２項･･････････心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の

促進等に関する法律第49条第１項第６号の助成金又は雇用保

険法施行規則第118条の３第１項の中小企業障害者多数雇用

施設設置等助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に
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供する施設で作業の用に供するものを取得した場合

⑸ 地方税法附則第11条の４第５項･･････････宅地建物取引業者が改修工事対象住宅を取得した場合

第98号様式その２中「契約の有無」を「契約書の有無」に改める。

第100号様式中

「

⑥ 上記以外の規定による を
法第73条の27の 第 項

法附則第11条の４ 第 項

」

「

⑥ 法附則第11条の４第５項…改修工事対象住宅の取得

⑦ 上記以外の規定による に
法第73条の27の 第 項

法附則第11条の４ 第 項

」

改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第11条及び第90号の２様式の改正規定並びに次項の規定は平

成28年１月１日から、第39条の２第２項及び第105条第１項の改正規定並びに附則第３項及び第５項の規定は平成29年

１月１日から施行する。

（過誤納金等の充当の通知に関する経過措置）

２ 平成28年１月１日前に支払を受けるべき地方税法の一部を改正する法律（平成25年法律第３号）第２条の規定による

改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）第23条第１項第14号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度

分の法人の県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の県民税に係る同法第53条第39項の規定による充当をする場

合の通知については、なお従前の例による。

（事業税に関する経過措置）

３ この規則による改正後の島根県県税条例施行規則（以下「新規則」という。）第39条の２第２項の規定は、平成29年

度以後の年度分の事業税について適用し、平成28年度分までの事業税については、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

４ 新規則第80条の２の規定は、平成27年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成26年度分までの自動車税につ

いては、なお従前の例による。

（狩猟税に関する経過措置）

５ 新規則第105条第１項の規定は、平成29年１月１日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について

適用する。

（自動車取得税に関する経過措置）

６ 新規則附則第11項の規定は、平成25年10月１日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用す

る。

（用紙に関する経過措置）

７ この規則による改正前の島根県県税条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもの

のうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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